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総論

料金プランの在り方を抜本的に見直し、シンプルでわかりやすいもの
とすることで、消費者が自分に合ったサービスを、低廉な価格で利用
できることが必要。

・ これまでの指摘を受けて継ぎ足しのように料金プランが増加。
・ 加えて様々な条件付のもの多数。

→ その結果、料金プランが複雑化、説明時間の長時間化
・ 複雑すぎる料金プランは、消費者による適切な選択を阻害していないか。

・ 競争は、事業者のための競争であってはならず、消費者がその便益を享受
できるものに。

・ 小手先の対応は限界を迎えており、抜本的な解決を検討すべき。
・ シンプルでわかりやすい料金プランの実現を。
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各論１

端末と通信に関する料金の完全分離

・ 端末の購入補助を通信料金で回収？

・ 同じ通信サービスでも特定の端末を購入するとお得に？

・ 通信事業者なのか、端末販売事業者なのか？
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例：ＮＴＴドコモの「月々サポート」 （ＫＤＤＩの「毎月割」、ソフトバンクの
「月月割」も同様）

特定の端末を購入することで、同じプラン
の通信料金が異なる

iPhoneXS(64GB)

例：ＮＴＴドコモの「ｄｏｃｏｍｏ ｗｉｔｈ」

適用対象が特定の端末に限定されている

２年間で36,000円
（月々サポートよ

り少ない）

（第１回参考資料36頁及び37頁より作成） （第１回参考資料38頁より作成）

（しかも、購入する端末により通信料金がそれぞれ異なる）
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各論２

各種条件の簡素化

・ 音声プランとデータプランが希望通りに組み合わせられない！

・ 併用できない割引プラン

← 私たちは自由に選択したいのです。

データはあまり使わなくても音声電話はいっぱいかけま
す！とか、電話はかけないけどデータはいっぱいとか、好き
に選択させてください。
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例：ＫＤＤＩのデータプランと音声プラン 例：ＫＤＤＩの「スマホ応援割」・ソフトバンクの「１年おトク割」

（第１回参考資料31頁より作成） （第１回参考資料32頁より作成）

特定のプランとのみ
組合せ可能

（シンプルプランは、
いずれとも組合せ不可）

スマホ応援割は、ピタットプラン（シンプル）との併用不可

USIM単体専用割は、１年おトク割との併用不可
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例：ＫＤＤＩの「毎月割」 例：ＮＴＴドコモの「ずっとドコモ割」（長期割引）

（第１回参考資料31頁より作成） （第１回参考資料49頁より作成）

期間拘束のない契約を選択するとずっとドコモを使っていても、
割引を受けられない

毎月割は、
１Ｇプランとの

組合せ不可
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各論３

同一サービス同一料金（当たり前のことですが）

・ データプランの選択によって音声通信基本料が異なる

・ 1ＧＢ+追加１ＧＢ＝２ＧＢ なのに、料金は、3,480円＜4,480円？

← 私たちは納得できません。

・ 期間拘束ありの方が料金プランは安くなる？はずなのに、期間拘
束なしのほうが安いキャンペーンを実施。

← 大変混乱します。
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例：各社の定額プラン、ＫＤＤＩの音声通信基本料 例：ソフトバンクの期間拘束ありのプランとなしのプラン

（第１回参考資料31頁より作成） （第１回参考資料50頁より作成）

選択するデータプランにより
音声通信基本料が異なる

同じデータ量なのに、プランに
より価格が異なる

１ＧＢ＋追加１ＧＢ（2,480円+1,000円）より
２ＧＢ（4,480円）の方が高い

期間拘束のないプランの方が安い

8



各論４

期間拘束の自動更新の禁止

• 平成27年「利用者視点からのサービス検証タスクフォース」にお
いても課題が指摘されている。

← 直ちにやめるべき！

• 現状においては、期間拘束なしの料金プランは月額が相当程度
に高い設定となっており、選択肢としては機能しているとは思いま
せん。店舗においても、このプランの契約者はほとんどいませんと
いいながら説明をされる場合も。

← まるで二重価格表示のような状況とさえ言えます。
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（第１回参考資料49頁より作成）

期間拘束の有無で価格が大きく異なっている
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各論５

割賦購入の残債免除

• そもそも機種変更を条件として割賦購入の残債免除は、“２年後
の合理的な選択”を、今、消費者に迫るものであり、技術革新や競
争環境の変化が激しい電気通信分野において不適切。

• 端末の使用期間が長期化していると言われている中で、２年経過
時に機種変更するのが得であると思わせるようなもの。

• 機種変更しながら通信契約を解除することは通常考えづらく、機
種変更を条件とすることは、消費者にとっては、通信契約の継続
を条件とされていることと同じ。

← 直ちにやめるべき！
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（第１回参考資料87頁より作成）

２年後の機種変更が条件になっているが、契約の
段階では、２年後に機種変更する際の状況（どの
ような機種がいくらで出るのか）が分からない

？
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まだ使用してもよいと思うのに、
機種変更した方が得と思わせる

機種変更により、事実上
通信契約も継続



その他

１．私たちは自らにあった端末を、機能・価格両面において選択した
い！高い端末の方に多額な購入補助をつけることは、一見、お得
に見えますが、結果的には通信料金で自分自身や他の消費者が
支払うことになり、適正な範囲におさめるべきです。

２．販売代理店での独自の広告表示、行き過ぎていませんか？

３．利用実態にあった料金プランの案内、確かに必要かもしれません
が、キャリアに詳細まで見られているような気もして・・不安。料金
プランのシンプル化こそ根本的な解決の道です。
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４．複数サービスの拘束期間

固定電話や電力、ガスなどとの複数サービスのセットプランにおける拘
束期間のずれの問題は深刻です。違約金をいずれにも支払わずに解
約できる期間の設定を求めます。

５．ＭＶＮＯをもっと身近に

ＭＶＮＯのサービスはライトユーザーに魅力的ですが、店舗の少なさや、
自らの設定に戸惑っている人も多いと思います。全国どこからでもアク
セスしやすいサービスの工夫を期待します。

その他
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